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こ
れ
ら
を
鑑
み
、
今
般
利
用
者
の

金
融
サ
ー
ビ
ス
に
対
す
る
ア
ク
セ
ス

を
確
保
・
向
上
さ
せ
る
と
と
も
に
、

金
融
機
関
が
多
様
な
販
売
チ
ャ
ネ
ル

を
効
率
的
に
活
用
で
き
る
よ
う
、
よ

り
幅
広
い
形
態
で
の
銀
行
代
理
業
へ

の
参
入
を
認
め
る
た
め
、
銀
行
と
の

出
資
関
係
を
不
要
と
す
る
と
と
も
に

他
業
の
兼
営
を
可
能
と
す
る
改
正
が

行
わ
れ
ま
し
た
。 

　
あ
わ
せ
て
、
銀
行
代
理
業
の
適
正

か
つ
確
実
な
遂
行
を
確
保
す
る
た
め
、

銀
行
代
理
業
へ
の
参
入
は
許
可
制
と

し
、
他
業
の
兼
営
に
つ
い
て
は
個
別

承
認
制
と
す
る
と
と
も
に
、
利
用
者

保
護
や
銀
行
の
健
全
性
を
確
保
す
る

た
め
に
、
顧
客
情
報
の
適
正
な
取
扱

い
や
情
報
開
示
等
に
対
す
る
措
置
が

講
じ
ら
れ
て
い
ま
す
。 

　
な
お
、
今
回
の
銀
行
代
理
業
制
度

の
対
象
と
な
る
「
銀
行
代
理
業
」
と

は
、
銀
行
の
た
め
に
①
預
金
ま
た
は

定
期
預
金
等
の
受
入
れ
、
②
資
金
の

貸
付
ま
た
は
手
形
の
割
引
、
③
為
替

取
引
を
内
容
と
す
る
契
約
の
締
結
の

代
理
ま
た
は
媒
介
の
い
ず
れ
か
を
行

う
営
業
と
定
義
さ
れ
て
い
ま
す
（
銀

行
法
第
二
条
第
一
四
項
）
。 
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当
局
は
、
顧
客
保
護
の
観
点
か
ら

銀
行
代
理
業
者
に
対
し
、
報
告
徴
求
、

立
入
検
査
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
ほ

か
、
業
務
改
善
命
令
等
、
銀
行
代
理

業
の
許
可
の
取
り
消
し
、
銀
行
代
理

業
の
全
部
ま
た
は
一
部
の
停
止
を
命

ず
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
と
さ
れ
て

い
ま
す
。 

銀行代理業についてのお問い合わせは、 
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